
公益財団法人奈良県スポーツ協会 会長賞 授与規程

第１条 公益財団法人奈良県スポーツ協会は、毎年度その年度に於ける優秀選手の功績をた

たえるとともにスポーツ振興と奨励をはかるため、その業績が特に顕著であると認

めたものに対し、奈良県スポーツ協会会長賞を（以下、「会長賞」という。）を授

与し、これを表彰する。

第２条 会長賞は、次に揚げる基準のいずれかに該当するもののうちから選考するものとす

る。

１ オリンピック大会、アジア大会及びこれに相当する国際大会に、日本代表選手とし

て参加し入賞した者又はチーム。

２ 国民スポーツ大会、全国選手権大会及びこれに相当する大会において優勝した者又

はチーム。

但し、(1) 前各号に揚げる基準に重複して該当する場合であっても会長賞の授与

は一回とする。

(2) 受賞５回を重ねた者及び極めて顕著な功績があったものは特別に表彰

する。

第３条 加盟する団体は、第２条の各号に該当すると認められるものがあるときは、公益財

団法人奈良県スポーツ協会会長（以下「会長」という。）に推薦するものとする。

第４条 受賞者は加盟団体の推薦に基づき、選考委員会の審議を経て会長がこれを決定する。

第５条 選考委員会の委員は、会長が委嘱する。

第６条 会長賞の授与に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

昭和37年９月５日 制定

昭和52年４月１日 改正

昭和55年４月１日 改正

平成６年４月１日 改正

平成25年４月１日 改正 施行

令和６年４月１日 改正 施行


